
平成２８年１１月４日

三次市 福祉保健部 高齢者福祉課
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（１）介護予防・日常生活支援総合事業

の概要について
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【財源構
成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

【財源構
成】

国 39.0%

都道府県
19.5%

市町村
19.5%

1号保険料
22%

予防給付
（要支援1～２）

(全国一律の基準)

介護予防事業
○ 二次予防事業
○ 一次予防事業

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、

総合相談支援業務、

権利擁護業務、

ケアマネジメント支援

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業（配食等）

介護予防・日常生活支援総合事業
（新しい総合事業）

（対象者：要支援1～２その他の者）

○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス（訪問介護からの移行）
・通所型サービス（通所介護からの移行）
・生活支援サービス（配食等だが必須事項ではない）
・介護予防支援事業（包括のケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業（一次予防二次予防からの移行）

包括的支援事業

○ 地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携推進事業

○ 認知症施策推進事業

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等）

○ 生活支援体制整備事業

（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

予防給付（要支援1～２）

市町村の事
業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村で
実施

地域支援事業の全体像（平成27年度から平成29年度までの間で移行・実施）

改正前と
同様

訪問看護、福祉用具等

赤字が新規
４事業（全
市町村で実
施）
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・市町村独
自のサービ
ス（任意）

介護予防
･日常生
活支援総
合事業
（新しい
総 合 事
業）

介護予防・生
活支援サービ
ス事業

一般介護予防事業

訪問型サービス

通所型サービス

生活支援サービス

介護予防ケアマネジメント

・第１号被保険者の全ての
者

対象者
：従来の要支援

者

・要支援認定を受
けた者（要支援
者）

・基本チェックリ
スト該当者（介護
予防・生活支援
サービス対象事業
者）

・現行の訪
問介護相当
（必須）

・現行の通
所介護相当
（必須）

・市町村独
自のサービ
ス（任意）

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ活動支援事業

①介護予防把握事業

介護予防・日常生活支援総合事業の構成

②訪問型ｻｰﾋﾞｽA(緩和した基準によるｻｰﾋﾞｽ)

①訪問介護

③訪問型ｻｰﾋﾞｽB(住民主体による支援)

④訪問型ｻｰﾋﾞｽC(短期集中予防ｻｰﾋﾞｽ)

⑤訪問型ｻｰﾋﾞｽD(移動支援)

①通所介護

②通所型ｻｰﾋﾞｽA(緩和した基準によるｻｰﾋﾞｽ)

③通所型ｻｰﾋﾞｽB(住民主体による支援）

④通所型ｻｰﾋﾞｽC(短期集中予防ｻｰﾋﾞｽ）

①栄養改善の目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型ｻｰﾋﾞｽ、通所型ｻｰﾋﾞｽに準じる
自立支援に資する生活支援

※ 右記はサービスの典型例として示し
ているもの。市町村はこの例を踏まえて、
地域の実情に応じた、サービス内容を検
討するが，本市では赤枠部分を想定。

移行は任意

包括が実施（必須）

元気ハツラツ教室等の現行
の介護予防事業を継続しな
がら，サロン等の通いの場
づくりを重点化する。
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（２） 事業の移行について
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利

用

者

市
町
村
の
窓
口
に
相
談

要支援１
要支援２

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

○居宅サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所 など
○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護 など

○一般介護予防事業
（※全ての高齢者が利用可）

・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援
事業など

要介護１

要介護５

～

○介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導 など
○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護など

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス

予
防
給
付

介
護
給
付

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

認
定
調
査

医
師
の
意
見
書

要
介
護
認
定

要
介
護
認
定
申
請

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

※明らかに要介護状態と
判断できる場合

※介護予防訪問看護等の
利用が必要な場合

総
合
事
業

※明らかに介護予防・生活支援サービス事業
の対象外と判断できる場合

※予防給付を利用

※事業のみ利用

介護サービスの利用の手続き

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画
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利用対象者

平成29年4月以降に，新規・区分変更・更新により要支援認定を受けた方
（認定有効期間の開始年月日が平成29年4月以降の要支援者）

7

要支援認定の有効期間の終了年月日が平成２９年４月１日以降の方の介護予防訪問介護・介護予防通所介護

認定の有効期間

平成２９年３月３１日まで

平成２９年７月３１日まで

平成２９年１１月３０日まで

総合事業平成２９年４月1日以降の新規→

予防給付

総合事業

総合事業

総合事業

予防給付

H29.8.1H29.4.1 H29.12.1 H30.4.1

予防給付

・認定更新までは介護予防給付を利用

・認定更新後から総合事業を利用

要支援認定の有効期間は，最長１年なので，平成２９年度末までに総合事業への移行が完了する。



現行相当サービスの指定基準・報酬単位

事業所の指定基準・報酬単位は，現行の介護予防訪問介護・介護予防通所介護
と同様とします。

項目 訪問介護 通所介護

サービス内容 現行の介護予防訪問介護と同様 現行の介護予防通所介護と同様

利用回数
要支援１→原則週１回程度
要支援２→原則週２回程度

要支援１→原則週１回程度
要支援２→原則週２回程度

報酬単位
（月額包括報酬）

要支援１
週1回程度 月1,168単位
利用者負担 1割or2割

要支援２
週2回程度 月2,335単位

利用者負担 1割or2割
週3回以上 月3,704単位

利用者負担 1割or2割

要支援１
月1,647単位
利用者負担 1割or2割

要支援２
月3,377単位
利用者負担 1割or2割
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平成27年3月31日において，介護予防訪問介護または介護予防通所介護の指定
を受けている事業者は，訪問介護と通所介護の現行相当サービスの指定事業者と
みなしています。

※みなし指定の有効期間は平成30年3月31日までです。

事業所の指定

平成30年4月1日以降に現行相当サービスを提供する場合は，指定更新の手続き
が必要となります。（手続きについては平成29年度中にお示しします。）

みなし指定

指定の更新
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契約書，重要事項説明書について

「介護予防・日常生活支援総合事業」は，これまでの「介護予防サービス」と
は別のサービスとなります。そのため，定款や運営規程，重要事項説明書の変更
等が必要になる場合があります。

（例）

○介護予防サービス ⇒ 介護予防・生活支援サービス事業

○介護予防訪問介護 ⇒ 第１号訪問事業

○介護予防通所介護 ⇒ 第１号通所事業

○介護予防支援費 ⇒ 介護予防支援事業費または

介護予防ケアマネジメント費 など

※ 平成３０年３月３１日までは，介護予防サービスも実施する場合もあります。

「介護予防訪問介護」⇒「介護予防訪問介護及び第１号訪問事業」

「介護予防通所介護」⇒「介護予防通所介護及び第１号通所介護」
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利用者負担及び利用限度額

現行相当サービスに係る利用者負担は，現在の介護給付の利用者負担割合（原
則１割，一定以上所得者は２割）と同様です。

また，高額介護（介護予防）サービス費相当の事業を実施します。

現行相当サービスについては，給付管理を行います。
要支援認定を受けた方は，現在適用されている予防給付の利用限度額の範囲内

で給付と現行相当サービスを一体的に給付管理します。

利用者負担等

利用限度額
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（３） ケアマネジメントについて
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介護予防ケアマネジメントの類型

ケアマネジメント類型 サービス

① 介護予防支援
（現在のケアマネジメント類型）

・予防給付のみ
・予防給付と総合事業を併用

②

介護予防ケアマネジメント

Ａ ・現行相当の訪問介護，通所介護

③ Ｂ
・介護予防マネジメントＡ・Ｃ以外のケー
ス

④ Ｃ ・住民主体のサービス

介護予防ケアマネジメントのプロセスは，利用者の状態や本人の希望するサー
ビスなどを踏まえて行います。

なお，地域包括支援センターの判断により，介護予防ケアマネジメントのプロ
セスは，その途中においても，利用者本人の状況等に応じて変更できます。

※ 介護予防ケアマネジメントＢは，三次市が予定しているサービスに該当
するものがないため，現時点では実施の予定はありません。
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介護予防ケアマネジメントの類型

・ 通所リハと現行相当の訪問介護の利用
・ 手すりのレンタルと現行相当の通所介護の利用

予防給付と介護予防・生活支援サービス事業によるサービスを併用する場合に
は，予防給付によるケアマネジメントにより介護報酬が支払われます。

給付管理については，予防給付と介護予防・生活支援サービス事業の給付管理
の必要なものについて，あわせて限度額管理を行います。

・ 現行相当の訪問介護のみの利用
・ 現行相当の訪問介護と通所介護を利用する
・ 現行相当の通所介護と住民主体サービス

予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様，アセスメントによってケ
アプラン原案を作成し，サービス担当者会議を経て決定します。

モニタリングについてはおおむね３か月ごとに行い，利用者の状況等に応じて
サービス変更も行うことが可能な体制をとります。

①介護予防支援

例

例

②介護予防ケアマネジメントＡ
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・ 住民主体サービスのみの利用

介護予防ケアマネジメントの類型

ケアマネジメントの結果，利用者本人が自身の状況，目標の達成等を確認し，
住民主体のサービス等を利用する場合に実施します。

初回のみ，簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセスを実施し，ケアマ
ネジメントの結果（「本人の生活の目標」「維持・改善すべき課題」「その課題
への具体的対策」「目標を達成するための取組」等を記載）を利用者に説明し，
理解してもらったうえで，住民主体の支援等につなげます。その後は，モニタリ
ング等は行いません。

また，その者の状態等に応じた適切なサービス提供につながるよう，ケアマネ
ジメントの結果については，サービス提供者に対して，利用者の同意を得て，ケ
アマネジメント結果を送付するか，利用者本人に持参してもらいます。

ケアマネジメントの結果，住民主体のサービスや一般介護予防事業のみの利用
となり，その後のモニタリング等を行わない場合についても，アセスメント等の
プロセスに対して，ケアマネジメント開始月分のみ，介護予防・生活支援サービ
ス事業によるケアマネジメント費が支払われます。

③介護予防ケアマネジメントＣ

例
モニタリングを省略す

るため，地域包括支援セ
ンターが定期的に利用者
の状態を確認できる体制
を整備してください。
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介護予防ケアマネジメントの流れ

16事業費の請求

ケアプランの実行（サービス提供）

サービス担当者会議

サービス提供状況の
把握・モニタリング
3か月に1回以上

介護予防サービス計画の達成状況に関する評価
（３か月から12か月）

サービス提供に係る指定事業者，地域団体等との連絡調整

月ごとの実績報告

ケアマネジメントA ケアマネジメントC

介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメント結果等記録表）原案作成

介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメント結果等記録表）交付

利用者の状況等に応じてサービスを変更（適宜）

訪問介護現行相当
通所介護現行相当

住民主体サービス

要支援者

地域包括支援センターへのケアマネジメントの依頼

重要事項・サービス利用説明及び契約締結

アセスメント（利用事業の決定）



介護予防ケアマネジメントの内容等一覧

サービス種別 ケアマネジメントＡ ケアマネジメントＣ

サービス内容 介護予防支援と同様のケアマネジメント
アセスメントをし，ケアプランを作成して，
必要なサービスに繋げる。

対象サービス
訪問介護現行相当
通所介護現行相当

住民主体のサービス

単価等
（支払頻度）

１月あたり４，３００円（毎月支払）
※利用者負担なし

１月あたり４，３００円（初月のみ支払）
（予定）
※利用者負担なし。

加算 介護報酬（介護予防支援）に準ずる。 初回加算のみ（予定）

サービス
担当者会議

要 省略可

モニタリング

【居宅訪問による面接（モニタリング）】
・開始月翌日から起算し３月に１回
・サービス終了月
・利用者の状況に著しい変化があったとき
【モニタリング結果の記録】
・少なくとも１月に１回は行う。

省略可

※ただし，地域包括支援センターが定期的
に利用者の状態を確認できる体制を整備す
る。

給付管理票の
作成・記入

原則作成・記入 不要

支払方法 国保連から支払 市から直接支払

想定される
実施事業所

地域包括支援センター
※一部居宅介護支援事業所への委託も可

地域包括支援センター
※一部居宅介護支援事業所への委託も可
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報酬の請求事務等

・介護予防ケアマネジメント費は，介護予防ケアマネジメントＡは国保連へ，
介護予防ケアマネジメントＣは市へ直接請求となります。

・「介護予防給付」及び「現行相当サービス（給付管理を行うサービ
ス）」は一体的に管理を行うことになるため，国保連へ請求します。

国保連への請求について

「介護保険の予防給付のサービスコード」

「総合事業のサービスコード」

２種類のサービスコードが存在します。

平成２９年度は利用者により移行時期が違うため，給付管理には注意して
ください。

三次市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所用サービスコード表などに
ついては，後日お示しします。

給付管理のサービスコードについて
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介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書

区分

新規　・　変更

被保険者氏名 被保険者番号

フリガナ

生年月日

個人番号

明・大・昭　　　年　　　月　　　日 性　　別 男　　　　女

介護予防サービス計画の作成を依頼（変更）する介護予防支援事業者
介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター

依頼先 所在地

住所 三次市

地域包括支援センターみよし
〒728－0013

　　　　　三次市十日市東３丁目１４番１号
　　　　　　　　　　電話番号　　０８２４－６５－１１４４

介護予防支援または介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者
（※居宅介護支援事業者が介護予防支援を受託する場合のみ記入）

居宅介護支援事業所名 所在地

〒　　　－

　
　　　　　電話番号　　　　　　－　　　－

介護予防支援事業所または居宅介護支援事業所を変更する場合の事由等

※変更する場合のみ記入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変更年月日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成　　　年　　　月　　　日）

三　次　市　長　様

　上記の介護予防支援事業者に介護予防サービス計画の作成または介護予防ケアマネジメント
を依頼することを届け出します。

平成　　　年　　　月　　　日

2

電話番号 　　　　　　　　　―　　　　　　　　―

被保険者氏名 印

保険者確認欄
□　被保険者資格　　□届出の重複　　□介護予防支援事業者事業所番号

3 4 0 61 9 0 0 0

（案）

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書

区分

新規　・　変更

被保険者氏名 被保険者番号

フリガナ

生年月日

個人番号

明・大・昭　　　年　　　月　　　日 性　　別 男　　　　女

介護予防サービス計画の作成を依頼（変更）する介護予防支援事業者
介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター

依頼先 所在地

住所 三次市

地域包括支援センターみよし
〒728－0013

　　　　　三次市十日市東３丁目１４番１号
　　　　　　　　　　電話番号　　０８２４－６５－１１４４

介護予防支援または介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者
（※居宅介護支援事業者が介護予防支援を受託する場合のみ記入）

居宅介護支援事業所名 所在地

〒　　　－

　
　　　　　電話番号　　　　　　－　　　－

介護予防支援事業所または居宅介護支援事業所を変更する場合の事由等

※変更する場合のみ記入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変更年月日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成　　　年　　　月　　　日）

三　次　市　長　様

　上記の介護予防支援事業者に介護予防サービス計画の作成または介護予防ケアマネジメント
を依頼することを届け出します。

平成　　　年　　　月　　　日

2

電話番号 　　　　　　　　　―　　　　　　　　―

被保険者氏名 印

保険者確認欄
□　被保険者資格　　□届出の重複　　□介護予防支援事業者事業所番号

3 4 0 61 9 0 0 0

（案）
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介護予防ケアマネジメントにおける様式

介護予防ケアマネジメントに関する様式は，予防給付で用いている様式を活用
します。

ケアプランの作成の必要がなく，初回のみのケアマネジメントを行う場合は，
サービス事業の利用の前に利用者及びサービス提供者等とケアマネジメント結果
等を共有することにより，ケアプランの作成に代えることもできます。ケアマネ
ジメント結果としては，「本人の生活の目標」「維持・改善すべき課題」「その
課題の解決への具体的対策（利用サービス）」「目標を達成するための取組」等
についての記載を行うものとします。
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